
 

 

さいたま市告示第４１０号 

 さいたま市議会資産等公開審査会条例（平成１５年さいたま市条例第４４号）第３条第１項の規定

に基づく審査の申出をするのに必要な者の数について、次のとおり告示する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ さいたま市議会資産等公開審査会条例第３条第１項に規定する選挙権を有する者の１００分の１

の数 
１１，０９２人 

２ 連絡先 
 ⑴ 担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課情報提供係 
 ⑵ 電話 ０４８(８２９)１１１７ 
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さいたま市告示第４１１号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４２条の２第１項本文、第４６条

第１項、第５３条第１項本文及び第５４条の２第１項本文に規定する指定を次のとおり指定したので、

第７８条第１項第１号、第７８条の１１第１項第１号、第８５条第１項第１号、第１１５条の１０第

１項第１号及び第１１５条の２０第１項第１号により告示する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ 訪問看護ステーションクラシックメデカ大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2 丁目 491 番地 2  
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   株式会社アジアメデカ元気事業団 
エ 申請者住所 東京都千代田区内神田 2 丁目 7 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  松本 弘 
カ 指定番号  1166591770 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑵ 訪問看護ステーションクラシックメデカ大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2 丁目 491 番地 2  
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   株式会社アジアメデカ元気事業団 
エ 申請者住所 東京都千代田区内神田 2 丁目 7 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  松本 弘 
カ 指定番号  1166591770 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑶ よつば訪問看護ステーション 武蔵浦和 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市南区白幡 4 丁目 9 番 14 号  
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   株式会社よつば 
エ 申請者住所 東京都台東区浅草 5 丁目 54 番 4 号 サンファスト浅草ＳＡビル 102 号室 
オ 代表者   代表取締役  本間 博 
カ 指定番号  1166591788 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑷ よつば訪問看護ステーション 武蔵浦和 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市南区白幡 4 丁目 9 番 14 号  
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   株式会社よつば 
エ 申請者住所 東京都台東区浅草 5 丁目 54 番 4 号 サンファスト浅草ＳＡビル 102 号室 
オ 代表者   代表取締役  本間 博 
カ 指定番号  1166591788 
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キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 
⑸ 訪問看護ステーションあすなろ 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 351 番地 4 メゾン花園 301 
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   髙濱社中株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区美園東 3 丁目 18 番地 20  
オ 代表者   代表取締役  髙田 雅義 
カ 指定番号  1166591796 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑹ 訪問看護ステーションあすなろ 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 351 番地 4 メゾン花園 301 
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   髙濱社中株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区美園東 3 丁目 18 番地 20  
オ 代表者   代表取締役  髙田 雅義 
カ 指定番号  1166591796 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑺ ひかり居宅介護支援事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3 丁目 339 番地 2 光ビル 4 階 
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   メディカルホットライン株式会社 
エ 申請者住所 東京都中央区八重洲 1 丁目 3 番 7 号 八重洲ファーストフィナンシャルビル

13 階 
オ 代表者   代表取締役  高橋 大輔 
カ 指定番号  1176520185 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑻ 訪問七福東浦和 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区東浦和 4 丁目 12 番地 13 アイテラス 101 
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   株式会社家集介護 
エ 申請者住所 東京都北区浮間 3 丁目 5 番 15 127 号 
オ 代表者   代表取締役  白水 康雅 
カ 指定番号  1176520268 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑼ シンシア大宮東デイサービス 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区深作 859 番地  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   株式会社グローバル総合研究所 
エ 申請者住所 愛知県名古屋市千種区内山 3 丁目 10 番 17 号  
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オ 代表者   代表取締役  鷲見 好厚 
カ 指定番号  1176520276 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑽ Cosmos ケアプラン 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区山崎 1 丁目 10 番 20 号 鈴やビル 1F 
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   株式会社コスモス 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区山崎 1 丁目 10 番 20 号  
オ 代表者   代表取締役  秋葉 勇夫 
カ 指定番号  1176520284 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑾ かがやきデイサービス南与野 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 4 丁目 21 番 14 号  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   株式会社やまねメディカル 
エ 申請者住所 東京都中央区日本橋室町 1-2-6  
オ 代表者   代表取締役  山根 洋一 
カ 指定番号  1176520292 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑿ イリーゼ大宮大和田 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 1039 番地 1  
イ 事業種別  特定施設入居者生活介護 
ウ 申請者   ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 
エ 申請者住所 東京都港区港南 2 丁目 15 番 3 号  
オ 代表者   代表取締役  袴田 義輝 
カ 指定番号  1176520300 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⒀ イリーゼ大宮大和田 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 1039 番地 1  
イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護 
ウ 申請者   ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 
エ 申請者住所 東京都港区港南 2 丁目 15 番 3 号  
オ 代表者   代表取締役  袴田 義輝 
カ 指定番号  1176520300 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⒁ 訪問介護なのはな 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区太田窪 1 丁目 13 番 2 号 2 階 8 号室 
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   株式会社ようてい 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

エ 申請者住所 千葉県千葉市緑区茂呂町 638-7  
オ 代表者   代表取締役  小出 裕子 
カ 指定番号  1176520318 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⒂ ヒューマンライフケア三橋グループホーム 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区三橋 5 丁目 1214 番地 2  
イ 事業種別  認知症対応型共同生活介護 
ウ 申請者   ヒューマンライフケア株式会社 
エ 申請者住所 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号  
オ 代表者   代表取締役  瀬戸口 信也 
カ 指定番号  1196501371 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⒃ ヒューマンライフケア三橋グループホーム 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区三橋 5 丁目 1214 番地 2  
イ 事業種別  介護予防認知症対応型共同生活介護 
ウ 申請者   ヒューマンライフケア株式会社 
エ 申請者住所 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号  
オ 代表者   代表取締役  瀬戸口 信也 
カ 指定番号  1196501371 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 
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さいたま市告示第４１２号 
介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ シンシア大宮東デイサービス 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区深作 859 番地  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   株式会社グローバル総合研究所 
エ 申請者住所 愛知県名古屋市千種区内山 3 丁目 10 番 17 号  
オ 代表者   代表取締役  鷲見 好厚 
カ 指定番号  1176520276 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

⑵ かがやきデイサービス南与野 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 4 丁目 21 番 14 号  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   株式会社やまねメディカル 
エ 申請者住所 東京都中央区日本橋室町 1-2-6  
オ 代表者   代表取締役  山根 洋一 
カ 指定番号  1176520292 
キ 指定年月日 令和 5 年 3 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 
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さいたま市告示第４１３号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号、第

８５条第１項第２号及び第１１５条の１０第１項第２号の規定により告示する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 廃止した施設・事業所 

⑴ みやぎ訪問看護ステーション  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区美園東 3 丁目 7 番地 37 
イ 事業種別 訪問看護 
ウ 開設者 株式会社ＡＱＵＡ 
エ 開設者住所 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台１丁目１４７番地 
オ 代表者 代表取締役 山﨑 麻衣子 
カ 指定番号 1166591226 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑵ ホームヘルパーさくら  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎 1220 番地 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 株式会社 ネプシス 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎 1220 番地 
オ 代表者 代表取締役 関 義男 
カ 指定番号 1170300923 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑶ ひなたぼっこ  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
イ 事業種別 福祉用具貸与 
ウ 開設者 有限会社さいたまケアセンター 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
オ 代表者 代表取締役 佐藤 みち子 
カ 指定番号 1176500302 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑷ ひなたぼっこ  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
イ 事業種別 特定福祉用具販売 
ウ 開設者 有限会社さいたまケアセンター 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
オ 代表者 代表取締役 佐藤 みち子 
カ 指定番号 1176500302 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑸ ひなたぼっこ  
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ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与 
ウ 開設者 有限会社さいたまケアセンター 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
オ 代表者 代表取締役 佐藤 みち子 
カ 指定番号 1176500302 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑹ ひなたぼっこ  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 
ウ 開設者 有限会社さいたまケアセンター 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区東町 2 丁目 251 番地 
オ 代表者 代表取締役 佐藤 みち子 
カ 指定番号 1176500302 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑺ テルウェル東日本 さいたま介護センタ  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 133 番地 1 ﾜﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ 2 階 
イ 事業種別 家事支援型訪問サービス 
ウ 開設者 テルウェル東日本 株式会社 
エ 開設者住所 東京都江東区深川 2-7-6 
オ 代表者 代表取締役 谷 誠 
カ 指定番号 1176502332 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑻ 居宅介護支援事業所 風信子（ヒヤシンス）  
ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町 2 丁目 4 番 18 号 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 株式会社 えぬ 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町 2 丁目 4 番 18 号 
オ 代表者 代表取締役 西窪 雅徳 
カ 指定番号 1176506952 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑼ 天空の里 訪問介護事業所  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 106 番地 23 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 開設者 株式会社天空 
エ 開設者住所 東京都中野区中野 3 丁目 1 番 6 号 
オ 代表者 代表取締役 山下 雄大 
カ 指定番号 1176512299 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 
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⑽ 天空の里 訪問介護事業所  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 106 番地 23 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 株式会社天空 
エ 開設者住所 東京都中野区中野 3 丁目 1 番 6 号 
オ 代表者 代表取締役 山下 雄大 
カ 指定番号 1176512299 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑾ イリーゼ大宮大和田訪問介護センター  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 1039 番地 1 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 開設者 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 
エ 開設者住所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号 
オ 代表者 代表取締役 袴田 義輝 
カ 指定番号 1176512349 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⑿ イリーゼ大宮大和田訪問介護センター  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 1039 番地 1 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 
エ 開設者住所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号 
オ 代表者 代表取締役 袴田 義輝 
カ 指定番号 1176512349 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒀ イリーゼ大宮大和田居宅介護支援事業所  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 1039 番地 1 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 
エ 開設者住所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号 
オ 代表者 代表取締役 袴田 義輝 
カ 指定番号 1176512372 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒁ シャルールわん  
ア 住所 埼玉県さいたま市西区三橋 5 丁目 600 番地 1 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 開設者 合同会社マ・ルシアン 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市西区三橋 5 丁目 600 番地 1 
オ 代表者 代表社員 長田 一宏 
カ 指定番号 1176513172 
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キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 
⒂ まいケアプラン  

ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字尾ケ崎 486 番地 1 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 有限会社鈴木ハウジング 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字尾ケ崎 486 番地 1 
オ 代表者 代表取締役 鈴木 正一 
カ 指定番号 1176515698 
キ 廃止年月日 令和 4 年 12 月 28 日 

⒃ 奈良町訪問介護  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 166 番地 1 アーバンコーポ奈良２０３ 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 開設者 有限会社ライフネット・ジャパン 
エ 開設者住所 東京都新宿区神楽坂 1-2 
オ 代表者 代表取締役 奈良 康教 
カ 指定番号 1176516522 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒄ 奈良町訪問介護  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 166 番地 1 アーバンコーポ奈良２０３ 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 有限会社ライフネット・ジャパン 
エ 開設者住所 東京都新宿区神楽坂 1-2 
オ 代表者 代表取締役 奈良 康教 
カ 指定番号 1176516522 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒅ シンシア大宮東デイサービス  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区深作 859 番地 
イ 事業種別 通所介護 
ウ 開設者 株式会社フレミア 
エ 開設者住所 静岡県沼津市岡宮 1012 番地の 1 
オ 代表者 代表取締役 大竹 竜太郎 
カ 指定番号 1176518957 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒆ シンシア大宮東デイサービス  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区深作 859 番地 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 開設者 株式会社フレミア 
エ 開設者住所 静岡県沼津市岡宮 1012 番地の 1 
オ 代表者 代表取締役 大竹 竜太郎 
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カ 指定番号 1176518957 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

⒇ 浦和リハビリセンター  
ア 住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号 
イ 事業種別 通所介護 
ウ 開設者 株式会社レーベンコミュニティ 
エ 開設者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14 
オ 代表者 代表取締役 保東 實 
カ 指定番号 1176519914 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

(21) 浦和リハビリセンター  
ア 住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 開設者 株式会社レーベンコミュニティ 
エ 開設者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14 
オ 代表者 代表取締役 保東 實 
カ 指定番号 1176519914 
キ 廃止年月日 令和 5 年 2 月 28 日 

(22) 介護サークルかがやき 丘の上の小さな家  
ア 住所 埼玉県川口市安行領根岸 1938 番地 4 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 開設者 泰光株式会社 
エ 開設者住所 埼玉県川口市安行領根岸 1938 番地 4 
オ 代表者 代表取締役 鈴木 みさ 
カ 指定番号 1190201119 
キ 廃止年月日 令和 5 年 1 月 10 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 
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さいたま市告示第４１４号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文に規定する指定を次のとおり指定

したので、同法第７８条の１１第１項第１号の規定により告示する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ デイサービスグリーンデイ上板橋 
ア 事業所住所 東京都板橋区常盤台 4-37-8 ロードコートときわ台 1 階 
イ 事業種別  地域密着型通所介護 
ウ 申請者   介護ジャパン株式会社 
エ 申請者住所 東京都千代田区岩本町 2 丁目 11 番 9 号 イトーピア橋本ビル 2 階 
オ 代表者   代表取締役  吉元 幸次郎 
カ 指定番号  1391901046 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 21 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 
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さいたま市告示第４１５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字島根字前６７１番６ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 
３ 許可番号 
 令和４年 ６月２３日 
 第開－Ｎ２０２２０２５号  
４ 検査済証番号 
令和５年 ２月２８日 
第完－Ｎ２０２２０２５号  
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さいたま市告示第４１６号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字飯田字観音前１９番１、１９番１１、１９番１２、１９番１３、 
１９番１４、１９番１５、１９番１６、１９番１７、１９番１８、１９番１９ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市大宮区三橋四丁目６６９－２ 
 株式会社 グランデ 代表取締役 関根 久史 
３ 許可番号 
 令和４年１０月 ６日 
 第開－Ｎ２０２２０８９号  
４ 検査済証番号 
 令和５年 ２月２８日 
 第完－Ｎ２０２２０８９号  
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さいたま市告示第４１７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区大字在家字稲荷１５０番１、１５０番２、１５０番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

埼玉県上尾市浅間台三丁目２番９号 
株式会社エス・ディ・ホーム 代表取締役 佐藤 真也 

３ 許可番号 
 令和５年１月１０日 
 第 開‐Ｓ２０２２０８３ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年２月２８日 
 第 完‐Ｓ２０２２０８３ 号 
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さいたま市告示第４１８号 
 さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和５年３月１日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定の一部を改正する告示 
 さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定（平成１７年さいたま市告示第３４９号）の一部を

次のように改正する。 
次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあ

っては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 
⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 
⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 
⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
  

収納取扱

金融機関

の名称 

本店（本

所）の所

在地 

取扱店舗 事務取扱

の範囲 

[略] 

 

 

 

 

[略] 
 

収納取扱

金融機関

の名称 

本店（本

所）の所

在地 

取扱店舗 事務取扱

の範囲 

[略] 

三井住友

信託銀行

株式会社 

東京都千

代田区丸

の内1丁目

4番1号 

[略] 

[略] 

 
 

  

附 則 
この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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さいたま市告示第４１９号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関

する条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和５年３月７日ま

でに返還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

２月 
２８日 猫 西区西新井 雑種 オス 茶白 8～12 歳 無 負傷動物 

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 
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さいたま市告示第４２０号 
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により別紙のとおり（別紙省略）公告します。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第４２１号 

さいたま市支所・市民の窓口公金警備輸送等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 
令和５年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市支所・市民の窓口公金警備輸送等業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区大字西遊馬２３６番地２ 外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 
⑷ 履行期間 

令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に営業種目「運送・運行」または「警備」で登載されており、かつ、引

き続き同業務で令和５・６年度競争入札参加資格の申請をしていること。 

 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 直近２年間で、さいたま市指定金融機関である埼玉りそな銀行へ直接現金を納入する業務を受

託し、かつ適切に業務を完了した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。交付の方法は手交又は郵

送とする。郵送を希望する場合は受付先に連絡すること。手交を希望する場合は受付先にて直接手

交する。 
⑴ 受付先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所８階 さいたま市市民局区政推進部 
電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 
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⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年３月８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 
無償 

⑷ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ 

 ⑸ その他 
   郵送又は電子メールによる交付を希望する者は、⑵の期間内に、⑴の電話番号に連絡すること。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 
※郵送の場合は令和５年３月８日（水）必着 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
郵送又は持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
全て郵送とする。 

⑵ 交付期間 
令和５年３月９日（木）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和５年３月１０日（金）午後２時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第７会議室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月１０日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第４２２号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和５年３月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市中央区下落合二丁目６９２番１０、６９２番１１、６９２番２６、 
６９２番２７、６９２番２８、６９２番２９、６９２番３０、６９２番３９、 
６９２番４３、６９２番４４、６９２番４５ 

⑵ 指定の年月日 令和５年３月２日 
⑶ 指定の番号 第南２２－０３４号   
⑷ 道路の幅員 ４．０２ｍ 
⑸ 道路の延長 ３４．９５ｍ 
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さいたま市告示第４２３号 

さいたま市ひとり親家庭等訪問相談事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 
令和５年３月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ひとり親家庭等訪問相談事業業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市内 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で登載されている者である

こと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 告示の日から過去２年の間、国又は地方公共団体において、ひとり親家庭等を対象とした訪問

相談事業及びその他同様の事業について、適切に実施した実績を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年３月１４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年３月１７日（金）午前９時から午後４時まで 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月２３日（木）午前１１時４５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階 第６会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和５年３月２３日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


 

 

さいたま市告示第４２４号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却

し、同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例（平

成１４年条例第１０９号）第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 
令和５年３月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

⑴ はり札                   ４１５ 枚 

⑵ 立看板                    ４２ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係 

⑵ 電話 ０４８（８４０）６１７８ 
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名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 桜区 立看板 1 令和5年2月3日
11時30分

から
11時50分

令和5年2月3日 11時50分

2 緑区 はり札 44 令和5年2月3日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月3日 17時00分

3 桜区 はり札 40 令和5年2月7日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月7日 17時00分

4 中央区 立看板 12 令和5年2月8日
15時00分

から
15時30分

令和5年2月8日 15時30分

5 南区 はり札 22 令和5年2月9日
14時30分

から
16時00分

令和5年2月9日 16時00分

6 南区 立看板 1 令和5年2月10日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月10日 17時00分

7 南区 はり札 38 令和5年2月10日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月10日 17時00分

8 緑区 立看板 10 令和5年2月13日
10時30分

から
11時45分

令和5年2月13日 11時45分

9 緑区 はり札 18 令和5年2月13日
10時30分

から
11時45分

令和5年2月13日 11時45分

10 緑区 はり札 17 令和5年2月13日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月13日 17時00分

11 中央区 はり札 44 令和5年2月14日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月14日 17時00分

12 桜区 立看板 6 令和5年2月14日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月14日 17時00分

13 桜区 はり札 76 令和5年2月14日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月14日 17時00分

14 浦和区 はり札 1 令和5年2月14日
10時30分

から
11時45分

令和5年2月14日 11時45分

15 南区 立看板 11 令和5年2月14日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月14日 17時00分

16 南区 はり札 30 令和5年2月14日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月14日 17時00分

17 中央区 はり札 4 令和5年2月17日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月17日 17時00分

18 浦和区 はり札 41 令和5年2月17日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月17日 17時00分

19 南区 はり札 39 令和5年2月21日
8時30分
から

17時00分
令和5年2月21日 17時00分

20 浦和区 立看板 1 令和5年2月27日
10時00分

から
10時30分

令和5年2月27日 10時30分

21 浦和区 はり札 1 令和5年2月27日
10時00分

から
10時30分

令和5年2月27日 10時30分

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和5年3月2日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和5年3月2日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考

22

23 計 はり札 415

24 立看板 42



 

さいたま市告示第４２５号 

さいたま市の発注する「さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（電気設備）工事」の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書
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比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお
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いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０４－１４５３－１５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市岩槻区本町２丁目５番５号 
履行期間 契約確定の日から令和６年４月２６日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 構内情報通信網設備工事一式 構内交換

設備工事一式 映像・音響設備工事一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事

一式 監視カメラ設備工事一式 防犯・入退室管理設備工事一式 自動火災報知

設備工事一式 構内配電線路工事一式 構内通信線路工事一式 
予定価格（税込） ４１，８２２，０００円 
最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年３月３日（金）から 

質問受付期間 令和５年３月 ３日（金）午前９時から 

令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（建築）工事」の仮契約が議会で否

決されたときは、本件入札に関する開札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第４２６号 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告した一般競争入

札について、次のとおり変更する。 

  令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 変更する一般競争入札 

⑴  令和５年２月２０日さいたま市告示第３６１号 

ア 契約整理番号 ０４－４４８７－４２ 

    工事名    芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００８）（ゼロ債） 

イ 契約整理番号 ０４－４４６５－４８ 

    工事名    道路修繕工事（南Ｒ５一般国道１２２号）大門工区（ゼロ債） 

ウ 契約整理番号 ０４－４４６５－５０ 

    工事名    道路修繕工事（南Ｒ５一般県道さいたま北袋線）（ゼロ債） 

エ 契約整理番号 ０４－４４６５－５１ 

    工事名    道路標識改修工事（南Ｒ４一般国道４６３号）（補） 

オ 契約整理番号 ０４－４４５６－５２ 

  工事名    大谷場地下道補修工事（補） 

カ 契約整理番号 ０４－４３８４－２９ 

    工事名    鴨川第８－２処理分区外下水道工事（北再－Ｒ４－４５１）（補） 

キ 契約整理番号 ０４－４３８４－３０ 

    工事名    岩槻第４処理分区外下水道工事（北再－Ｒ４－４５２）（補） 

ク 契約整理番号 ０４－４４８７－４０ 

    工事名    南部第３処理分区下水道工事（南建－Ｒ４－１０１４） 

ケ 契約整理番号 ０４－９８５６－３ 

    工事名    （仮称）染谷公園整備工事（その１） 

コ 契約整理番号 ０４－５２０８－４０ 

    工事名    さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（電 

気設備）工事 

サ 契約整理番号 ０４－５２０８－４１ 

    工事名    さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシュ改 

修（機械設備）工事 

シ 契約整理番号 ０４－４４６５－４７ 

    工事名    道路修繕工事（南Ｒ５一般県道宗岡さいたま線）本町東工区（ゼロ債） 

ス 契約整理番号 ０４－４４６５－４９ 

    工事名    道路修繕工事（南Ｒ５一般県道東大門安行西立野線外）（ゼロ債） 

セ 契約整理番号 ０４－４３５６－１３４ 

    工事名    箕輪橋外２橋補修工事（その２）（補） 

ソ 契約整理番号 ０４－４３６８－３５ 

    工事名    島町２号調整池ポンプ交換工事（北河Ｒ５）（ゼロ債） 
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タ 契約整理番号 ０４－４３６８－３６ 

    工事名    内野本郷排水機場ポンプ交換工事（北河Ｒ５）（ゼロ債） 

２ 変更する箇所 

  「 その他             」欄に「本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するため

の協議を請求することができる。」を追加する。 
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さいたま市告示第４２７号 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告した一般競争入

札について、次のとおり変更する。 

  令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 変更する一般競争入札 

⑴  令和５年２月２０日さいたま市告示第３６２号 

ア 契約整理番号 ０４－９８５８－２６ 

    業務名    （仮称）日進給食センター跡地公園実施設計業務（補） 

２ 変更する箇所 

  「 その他             」欄に「本業務は契約後、契約締結日の単価に変更するため

の協議を請求することができる。」を追加する。 
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さいたま市告示第４２８号 

さいたま市老人クラブ連合会育成指導業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市老人クラブ連合会育成指導業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市内外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に

業務「その他イベント・催事」又は「その他」、「その他の福祉サービス」で登載されている者

であり、かつ、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務「その他

イベント・催事」又は「その他」、「その他の福祉サービス」で登録申請を行っている者。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人以上の地方公共団体と、任意団

体等又はイベント等の運営に係る業務の契約実績があり、かつ、履行した実績を有する者である

こと。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階セカンドライフ支援センター 

さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

   担当 金子 電話 ０４８（８８１）８６２７ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年３月１０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年３月１０日（金）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２３日（木）午前９時３０分 
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イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下第 1 会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２３日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

   電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

 ⑶ 議決の要否 

   否 

８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等の不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p088190.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第４２９号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和５年２月２４日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

⑶ 大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
⑷ 岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計５７台 
６ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵ 電話 ０４８（６５２）８８１２ 
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さいたま市告示第４３０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大字中尾字駒形１３６５番１、１３６５番４、１３６５番５、１３６５番６、１

３６５番７、１３６５番８、１３６５番９、１３６５番１０、１３６５番１１、１３６５番１２、

１３６５番１３、１３６５番１４、１３６５番１５、１３６５番１６、１３６５番１７ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

栃木県宇都宮市大通り四丁目３番１８号 
グランディハウス株式会社 代表取締役 林 裕朗 

３ 許可番号 
 令和５年２月１０日 
 第 変‐Ｓ２０２２０３３ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年３月２日 
 第 完‐Ｓ２０２２０３３ 号 
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さいたま市告示第４３１号 
さいたま市浦和区針ヶ谷１丁目の一部の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）

による地籍調査（街区境界調査）を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第２１条の２第３項の規

定により公告する。 
なお、当該地図及び簿冊は、一般の閲覧に供する。 

令和５年３月３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 地図及び簿冊の名称 
 街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案 （針ヶ谷第３地区） 

２ 閲覧期間 
  令和５年３月３日から令和５年３月２３日まで（２０日間） 
３ 閲覧場所 
  さいたま市役所９階 都市総務課 
４ 閲覧の結果、誤り等があると認められる場合は、上記期間内に、当該調査を行ったものに対し、

訂正の申し出をすることができる。 
５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 
６ 閲覧は期間中毎日８時３０分から１７時まで行うことができる。 
  ただし、閉庁日は直近の開庁日の１５時までに閲覧の予約を行うものとする。 
７ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局都市計画部都市総務課政策係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３９４ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市西区大字三条町字社ノ根１２７番１、１２７番２、１２７番３、１２７番４、 

１２７番５、１２７番６、１２７番７、１２７番８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

埼玉県上尾市向山１丁目２番地１６ 
有限会社 バージンエステート 
代表取締役 松本 光 

３ 許可番号 
 令 和 ５ 年 １ 月 ２ ６ 日 
 第変‐Ｎ２０２２０５８号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０５８号  
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３３号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市大宮区上小町２６３番５ 
⑵ 指定の年月日 令和 ５年 ３月 ３日 
⑶ 指定の番号 第 北２２－０２５ 号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
⑸ 道路の延長 １１．１１ｍ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３４号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の規定により、さいたま市七里駅北 

側特定土地区画整理組合から、任期満了に伴う改選により、理事の氏名及び住所の届出があったので、

同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 
令和５年３月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 就任した理事の氏名及び住所 

（省略） 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字東門前字本村２１９番１、２１９番２、２１９番３、２２０番１、 
２２２番１、２２２番２、２２２番４、２２２番５、２２２番６ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  
栃木県宇都宮市大通り二丁目 1 番５号 
元気寿司株式会社 代表取締役 藤尾 益雄 

３ 許可番号 
令和４年９月２０日  
第開‐Ｎ２０２２０６５号 

４ 検査済証番号 
令和５年３月３日 
第完‐Ｎ２０２２０６５号 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３６号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区東大宮一丁目３２番９、３２番４０、３２番４１、３２番４２、３２番４３ 
（第一工区） 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 

積水ハウス株式会社 代表取締役 仲井 嘉浩 
３ 許可番号 
 令和４年１１月３０日 
 第開‐Ｎ２０２２１２４号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ 日 
第完１Ｎ２０２２１２４号  

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 
 ・ みむろ自治会 

２ 変更した事項 

⑴ 代表者の氏名及び住所 （省略） 

⑵ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地 （省略） 

３ 変更年月日  

 ・ 令和４年５月１５日 

４ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 
⑵ 電話 ０４８（７１２）１１３１ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３８号 

市道路線認定に関する告示 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８条第１項の規定に基づき、次のように市道の路線を認定したの

で、同法第９条の規定により告示する。 

 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。 

令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ ２２６０６号線 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1345 番 18 地先 

 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1350 番 1 地先 

 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４３９号 
市道路線廃止に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を次のように廃止し

たので、同条第３項の規定において準用する、同法第９条の規定により告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、見沼区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課に

おいて、桜区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。 
令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ Ｂ 第 １ ３ ９ 号 線 

さいたま市桜区大字上大久保字本村 69 番 1 地先  

 

さいたま市桜区大字上大久保字本村 69 番 1 地先 

 

２ ２ １ ４ ２ １ 号 線 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1350 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1345 番 1 地先 

 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４０号 
道路の区域の決定に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように市道の区域を決定し

たので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。 
令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
路線名 区間 幅員(ｍ) 延長(ｍ) 

２２６０６号線 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1345 番 18 地先 

 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1350 番 1 地先 

4.00 56.87 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４１号 
道路の区域の変更に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課にお

いて、桜区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。 

令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 道路の種類 市道 

路 線 名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

Ｂ 第 ９ ４ 号 線 

さいたま市桜区道場三丁目 650 番 

 

さいたま市桜区道場三丁目 652 番 1 地先 

前 2.50 84.75 

さいたま市桜区道場三丁目 650 番 1 地先 

 

さいたま市桜区道場三丁目 652 番 1 地先 

後 

3.20 

～ 

4.00 

84.75 

４０２４５号線 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 167 番 1 

 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 174 番 1 

前 1.82 70.35 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 167 番 1 

 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 174 番 1 

後 4.00 70.35 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４２号 
道路の供用開始に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始す

るので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区及び見沼区はさいたま市建設局北部建設事務所土木

管理課において、桜区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に

供する。 
令和５年３月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１  道路の種類 一般国道 

路線名 区間 供用開始年月日 

４ ６ ３ 号 

さいたま市緑区大字北原字北谷ツ 1588 番 4 地先 

 

さいたま市緑区大字北原字北谷ツ 1571 番 1 地先 

令和 5 年 3 月 7 日 

２  道路の種類  市道 
路線名 区間 供用開始年月日 

Ｂ 第 ９ ４ 号 線 

さいたま市桜区道場三丁目 650 番 1 地先 

 

さいたま市桜区道場三丁目 652 番 1 地先 

令和 5 年 3 月 7 日 

２ ２ ６ ０ ６ 号 線 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1345 番 18 地先 

 

さいたま市見沼区大字大谷字弁天 1350 番 1 地先 

令和 5 年 3 月 7 日 

４ ０ ２ ４ ５ 号 線 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 167 番 1 

 

さいたま市西区大字水判土字堀ノ内 174 番 1 

令和 5 年 3 月 7 日 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区芝原一丁目２２番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都西東京市北原町三丁目２番２２号 
株式会社アーネストワン 代表取締役 松林 重行 

３ 許可番号 
 令和４年１２月２６日 
 第 変‐Ｓ２０２２０３６ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年３月６日 
 第 完‐Ｓ２０２２０３６ 号 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、さいたま市地域

中核施設プラザノース使用料に関する収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により

告示する。 

令和５年３月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 受託者 

 ⑴ 所在地 東京都港区芝３丁目２３番１号 
⑵ 名 称 J&I 共同事業体 
⑶ 代表者 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

代表取締役 古野浩樹 
２ 委託施設 

 ⑴ 所在地 さいたま市北区宮原町１丁目８５２－１ 
⑵ 名 称 さいたま市地域中核施設プラザノース 

３ 委託事務 
  委託施設の使用料を利用者から収納する事務 

４ 委託期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
５ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所スポーツ文化局文化部文化振興課文化施設係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２２７ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４５号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により告示する。 
令和５年３月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
  医療法人 福慈会 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴ 名称 
病児保育室 むうみん大宮北 

⑵ 所在地 
さいたま市北区奈良町３２－６ 

３ 確認の辞退の年月日 
    令和５年３月３１日 
４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  病児保育事業 
５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 
 ※法第７条第１０項第５号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４６号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 
令和５年３月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
  株式会社 夢眠ホーム 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴ 名称 
夢眠保育園おおみやきた 病児保育室 

⑵ 所在地 
さいたま市北区奈良町３２－６ 

３ 確認の年月日 
  令和５年２月２７日 
４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  病児保育事業 
５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 
 ※法第７条第１０項第５号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４４７号 

さいたま市立病院人工呼吸器（ＮＫＶ－３３０）賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 

令和５年３月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立病院人工呼吸器（ＮＫＶ－３３０）賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「医療機器レンタル等」で登載され、引き続き同営業種目で令

和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けている者で

あること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年３月１３日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年３月１７日（金） 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、機器１式を１ヶ月間賃貸借する金額を記入すること。なお、 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免
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税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２３日（木）午前１０時１５分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

 ⑶ 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 ⑷ 提出書類 

   代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 ⑸ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑹ 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 ⑺ 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑻ その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に年間予定数を乗じた額に消費税及び地方消費税（１０％）を加算した

金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規

則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 

令和５年３月２３日（木）入札終了後、直ちに行う。 

⑵ 場所 

７⑵イに同じ 

１０ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
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１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に年間予定数量を乗じた額に消費税及び地方消費税（１０％）を加算した金

額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する

場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要  

１４ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第４４８号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字馬込字五番１２１２番５ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０６９号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ５ 年 ３ 月 ８ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０６９号 
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さいたま市告示第４４９号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し 

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定により、

次のとおり告示する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路廃止の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市岩槻区城南五丁目１８８５番４ 
⑵ 廃止の年月日 令和５年３月９日 
⑶ 廃止の番号 第北廃２２－００６号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 １７．０８ｍ 
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さいたま市告示第４５０号 

公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施しま

す。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

本市の地域特性にあったデジタル地域通貨サービスの導入に向けた調査及び制度設計を実施し

ていく上で、あるべき姿の検討やロードマップの作成、導入後のデータ利活用方策や普及率向上

に向けた施策提案などについて、デジタル地域通貨や行政に精通した専門家（コンサルタント）

の総合的な視点での分析・調査研究・制度立案を行うもの。 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和５年１２月２８日まで 

⑸ 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は３１，４０５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本招請の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、

業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「市場調査」又は業務「計画策定」の受注希望業務「

その他の計画策定」で登載され、かつ、引き続き同業務で令和５・６年度さいたま市競争入札参

加資格審査の申請をしている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本招請の告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入

札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停

止」という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年

さいたま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている

期間がない者であること。 

⑷ 企画提案書提出期限において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの

限りでない。 

⑸ 企画提案書提出期限において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの

限りでない。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本招請に参加していない者であること。 

３ 企画提案に係る資料等の貸与 
 企画提案書の提出を希望する者に対し、次のとおり資料を貸与するものとする。 

⑴ 貸与資料 
  ア さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務企画提案実施要領（以下、「実施要領」という。 

 ） 
  イ さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務要求水準書 
  ウ 提出書類各種様式（様式１～６） 
  エ さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務優先交渉権者選定基準 

⑵ 貸与方法 
 ア 貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課 
 電話 ０４８（８２９）１３９６ 

  イ 貸与受付期間 
    本招請の告示日から令和５年４月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成

１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く

午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
  ウ 貸与資料返却期限 
    令和５年４月２７日（木）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）に３

⑵アの貸与場所に直接返却すること。 
  エ 貸与費用 
    無償 

  ⑶ その他 
ア 貸与資料は、本件以外で使用してはならない。また、３⑴ウ以外の資料は複製をしてはなら

ない。 
イ さいたま市契約規則は、ホームページにて確認すること。 

    https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html 
ウ さいたま市業務委託契約基準約款（情報セキュリティ特記事項を含む。）は、さいたま市ホ

ームページにて確認すること。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/006/p002293.html 

４ 参加意思の表明手続き  
企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 
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⑴ 提出書類 
参加意思表明書 １部 

⑵ 提出期間 
本招請の告示日から令和５年４月１０日（月）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５

時１５分まで） 
⑶ 提出場所 

３⑵アに同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 参加資格確認通知書の交付 
  確認審査終了後、参加資格確認通知書を令和５年４月１３日（木）に発送するものとする。 
６  質問の受付及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問するこ

とができる。 
⑴ 受付期間 

本招請の告示日から令和５年４月１２日（水）午後５時１５分まで 

⑵ 受付方法 
ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  
ウ 到達確認に関する問い合わせ先 

３⑵アに同じ 
⑶ 質問に対する回答予定日及び回答方法 

企画提案書の作成に関する質問に対する回答は、参加意思表明書を提出した全ての者に、令和

５年４月１４日（金）までに電子メールで行う。 

７ 企画提案書の提出 
⑴ 提出書類  

 企画提案書（正本及び副本） 

 詳細は実施要領による。 

⑵ 提出期間 
令和５年４月１４日（金）から令和５年４月２０日（木）まで（休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 
⑶ 提出場所 

３⑵アに同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格要件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 
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イ 提出書類に虚偽の記載をした者が提出した企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

８ 優先交渉権者の決定に関する事項  

優先交渉権者の決定にあたっては、さいたま市デジタル地域通貨導入調査業務業者選定委員会に

おいて書類審査を行い、最優秀提案者を優先交渉権者とする。なお、審査方法等詳細については、

実施要領を参照すること。 
９ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８２９）１３９６  ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

１０ その他  

⑴ 優先交渉権者決定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、優先交渉権者の決定を取り消されることがある。 

⑵ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

⑹ 詳細は、実施要領による。 
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さいたま市告示第４５１号 
農政協議資料作成等業務（川通地区）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき告示す

る。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
農政協議資料作成等業務（川通地区） 

⑵ 履行場所 
さいたま市岩槻区大字長宮地内外 

⑶  業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約日から令和６年３月２２日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調

査・測量）に業務「建設コン／開発事業」で登載されていること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 
⑷ 本業務の遂行にあたっては、管理技術者、照査技術者、現場責任者を配置することとし、管理

技術者は下記の全ての資格を有するものであること。なお、管理技術者は本入札公告の公告日に

おいて、３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有するものであること。 
  ①技術士（建設部門：都市及び地方計画） 
  ②土地区画整理士 
⑸ 平成２４年４月１日以降に事業認可を取得した埼玉県内における農振農用地の除外を含む市街

化区域編入と併せた産業系施設（物流施設、工場、研究施設）の誘致を目的とした業務代行方式

の組合土地区画整理事業における農政協議の支援を含む業務実績があること。 
⑹ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）又はプライバシーマークの認証を取得して

いること。 
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３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 
担当 産業拠点整備係 電話 ０４８（８２９）１３５６ 

⑵ 交付期間 
令和５年３月９日（木）から令和５年３月２３日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。ただし、交付最終日は午前９時から

正午までとする。） 
⑶ 交付費用 

無償 
⑷ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者は、入札参加申込み及び入札参加資格

の確認審査（以下、「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に定める書類 
⑵ 受付期間 

令和５年３月９日（木）から令和５年３月２３日（木）まで（休日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

ア 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間必着とす

る。） 
イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、競争入札参加資

格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付日時 

令和５年３月２７日（月）午後４時まで 
⑵ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑶ その他 
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郵送希望者については、４の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよ

う整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

る。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時  
令和５年３月３０日（木） １０時００分 

イ 場所  
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館 ５階 小ホール 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時  

令和５年３月３０日（木）入札終了後、直ちに行う 
イ 場所  

７⑵イに同じ 
⑷ 入札保証金 

ア 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、本入札において入札保証金の

免除を希望する者は、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規

定に該当する資料（完了検査結果通知等の写し等）と入札保証金免除申請書を提出すること。 
イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を５の通知と合わせて申請者に通知

する。 
⑸ 最低制限価格 
  設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項及び第４項の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が

同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者

等は、くじを引くことを辞退することができない。 
⑺ 入札の無効 
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さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、これを無効とする。 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市経済局商工観光部経済政策課 
電話 ０４８（８２９）１３６３ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 
電話 ０４８（８２９）１３５６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は入札説明書による。 
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さいたま市告示第４５２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字大戸字際 
１６５９番５、同番６、同番７、同番８、同番９、同番１０、同番１１、同番１２、同番１３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令和４年１１月２１日 
  第開－Ｎ２０２２１１７号 
４ 検査済証番号 

令和５年３月９日 
第完－Ｎ２０２２１１７号 
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さいたま市告示第４５３号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字長宮字小河２０３番２ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ６ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０７５号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ５ 年 ３ 月 ８ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０７５号 
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さいたま市告示第４５４号 
地方自治法施行令第１５８条第１項及び第１５８条の２第１項、介護保険法第１４４条の２、高齢

者の医療の確保に関する法律第１１４条並びに子ども・子育て支援法附則第６条第５項の規定に基づ

き、市税等（市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税

（種別割）及び国民健康保険税）、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ

指導料及び市営霊園管理料（墓地管理料）の収納事務を次のとおり委託したので、地方自治法施行令

第１５８条第２項、さいたま市会計規則第３７条第２項、介護保険法施行令第４５条の７、高齢者の

医療の確保に関する法律施行令第３３条及び子ども・子育て支援法施行令附則第８条第１項の規定に

より告示する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 受託者の名称及び所在地 

りそな決済サービス株式会社 

東京都江東区木場一丁目５番２５号 

２ 委託期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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さいたま市告示第４５５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者につ

いて、同条第２項の規定により指定したので下記のとおり告示する。 

令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定納付受託者 

⑴ 名     称 りそな決済サービス株式会社 
⑵ 事業所の所在地 東京都江東区木場一丁目５番２５号 

２ 指定をした日 
令和５年３月９日 

３ 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間 
  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所出納室出納課出納係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１５９９ 
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さいたま市告示第４５６号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
名   称 フードガーデン大宮佐知川店  
所 在 地 さいたま市西区大字佐知川字粕田１－１ 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 株式会社ベルエアランド 

代 表 者 代表取締役 宮崎 俊也 

住   所 さいたま市大宮区宮町２丁目６０番地 永見ビル４階 
⑶ 変更した事項 

ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 
（変更前）株式会社イー・ケー 代表取締役 神田 榮一 
（変更後）株式会社ベルエアランド 代表取締役 宮崎 俊也 

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者氏名 
 （変更前）名称    株式会社マツモトキヨシグループ 

代表者氏名 代表取締役 松本 清雄 
住所    千葉県松戸市新松戸東９番地１ 

 （変更後）名称    株式会社エイチ・エム 
代表者氏名 代表取締役 山下 典子 
住所    埼玉県上尾市春日２丁目１２番１７号 

⑷ 変更の年月日 
ア 令和４年３月１５日 

イ 平成３０年２月１日 
⑸ 変更する理由 

ア 所有権移転による。 
イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者氏名の変更による。 
２ 届出年月日 

  令和５年２月２７日 

３ 届出及び添付書類の縦覧期間 
 令和５年３月９日から令和５年７月１０日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 
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住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 大宮区役所区民生活部地域商工室 
住所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 

電話 ０４８（６４６）３０９３ 
FAX ０４８（６４６）３１５１ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 

令和５年３月９日から令和５年７月１０日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 
郵便番号 ３３０－９５８８ 
住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４５７号 
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例（平成１４年さいたま市条例第１０４号）第２１条

第１項に規定する土砂搬入禁止区域を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 
令和５年３月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した区域 

さいたま市岩槻区大字浮谷１４６３番、１４６４番、１４９４番、１４９５番及び１４９６番 
以上５筆 

２ 指定した期間 
令和５年３月９日から令和５年９月８日まで 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４５８号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和５年３月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和５年３月３日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

⑶ 大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
⑷ 岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計６２台 
６ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵ 電話 ０４８（６５２）８８１２ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）











 

 

さいたま市告示第４５９号 

さいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更をしたので、土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により、次

のとおり公告する。 
令和５年３月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 土地区画整理事業の名称 

さいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理事業 
２ 施行者の名称 

さいたま市 
３ 事業期間 

変更前 平成９年４月１日から平成４０年３月３１日まで 
変更後 平成９年４月１日から令和１８年３月３１日まで 

４ 施行地区 
 さいたま市岩槻区 
 大字岩槻字西原一、大字加倉字谷ッ合の各一部、本町一丁目、西町一丁目の各一部 
５ 事務所の所在地 
 さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 ワッツ東館４階 
 さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 
６ 事業計画決定の年月日 

平成９年４月１日 
７ 事業計画変更の年月日 
 令和５年３月１０日 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６０号 

さいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理事業の事業計画について定める施行地区及び設計の

概要を表示する図書の写しを土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項におい

て準用する同条第１０項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年

政令第４７号）第１条の２の規定により、次のとおり公告する。 
令和５年３月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 土地区画整理事業の名称 

さいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理事業 
２ 縦覧場所 

さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 ワッツ東館４階 
さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 

３ 縦覧時間 
午前８時３０分から正午まで 
午後１時００分から午後５時１５分まで 

（土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く） 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６１号 
無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。 

令和５年３月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６２号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和５年３月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 
   国民健康保険税納税（更正）通知書 
２ 送達を受ける者の氏名 
   別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 
  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８） 

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３ 
北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３ 
大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３ 
見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３ 
中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３ 
桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３ 
浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２ 
南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３ 
緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３ 
岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６３号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和５年３月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 
   仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書 
２ 送達を受ける者の氏名 
   別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 
  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８） 

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３ 
北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３ 
大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３ 
見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３ 
中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３ 
桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３ 
浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２ 
南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３ 
緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３ 
岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６４号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により別紙のとおり（別紙省略）告示する。 
令和５年３月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６５号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により別紙のとおり（別紙省略

）告示する。 
令和５年３月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６６号 

 令和５年さいたま市議会２月定例会において議決された次の補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別紙のとおり（別紙省略）公表する。 

令和５年３月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６７号 

 令和５年さいたま市議会２月定例会において議決された次の予算を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２１９条第２項の規定により、別紙のとおり（別紙省略）公表する。 

令和５年３月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 令和５年度さいたま市一般会計予算 

２ 令和５年度さいたま市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和５年度さいたま市後期高齢者医療事業特別会計予算 

４ 令和５年度さいたま市介護保険事業特別会計予算 

５ 令和５年度さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

６ 令和５年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計予算 

７ 令和５年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計予算 

８ 令和５年度さいたま市東浦和第二土地区画整理事業特別会計予算 

９ 令和５年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計予算 

１０ 令和５年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計予算 

１１ 令和５年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計予算 

１２ 令和５年度さいたま市江川土地区画整理事業特別会計予算 

１３ 令和５年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会計予算 

１４ 令和５年度さいたま市公債管理特別会計予算 

１５ 令和５年度さいたま市水道事業会計予算 

１６ 令和５年度さいたま市病院事業会計予算 

１７ 令和５年度さいたま市下水道事業会計予算 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６８号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市大宮区三橋４丁目２２５番３、２２５番７、２２５番８、２２５番９、 
２２５番１０、２２５番１１、２２５番１２、２２５番１３、２２５番１４、２２５番１５、２２

５番１６、２２５番１７、２２５番１８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

川口市並木 2 丁目 11 番 11 号 
ナビホーム株式会社 代表取締役 湯浅 博美 

３ 許可番号 
令和４年１１月２８日  
第開‐Ｎ２０２２１１６号 

４ 検査済証番号 
令和５年３月１０日 
第完‐Ｎ２０２２１１６号 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４６９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字笹丸字荒神２３１番４、２３１番５、２３６番、２６６番、２６７番、 

２６８番、２６９番、２７０番１、２７０番２、２７１番１、２７１番２、２７２番、２７３番、 

２７４番、２７５番、２７６番、２７７番、２７８番、２７９番、２８０番１、２８０番２、 

２８０番３、２８１番、２８２番、２８３番、２８４番１、２８４番２、２８４番４、２８４番５、 

２８５番２、２８６番２ 

さいたま市見沼区大字御蔵字小松台２５２番１、２５２番３、２５２番４ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

さいたま市大宮区土手町３丁目１８２番 
四恩寺 代表役員 小林 寛之 

３ 許可番号 
 令和４年 ５月１０日 
 第変－Ｎ２０２１１４５号  
４ 検査済証番号 
令和５年 ３月１０日 
第完－Ｎ２０２１１４５号  
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さいたま市告示第４７０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字植田谷本字古里 
１１５番１、１１５番４、 １１５番５、 １１５番６、１１５番７、１１５番８、 
１１５番９、１１５番１０、１１５番１１、１１５番１２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市大宮区三橋四丁目６６９－２ 
 株式会社 グランデ 
 代表取締役 関根 久史 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０６７号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ０ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０６７号  
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さいたま市告示第４７１号 
さいたま市区民課窓口（一部）業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つ

きましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市区民課窓口（一部）業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区西大宮３－４－２外 

⑶ 業務概要 

さいたま市区民課窓口（一部）業務仕様書のとおり（以下「仕様書」という。） 

⑷ 履行期間 

令和５年９月１日から令和８年７月３１日まで 

⑸ 予算の上限額 

１，７８２，７１３，２４０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本告示日において令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名

簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載され、かつ、引き続き令和

５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下「入札参加停止」とい

う。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま

市制定）による入札参加除外の措置（以下「入札参加除外」という。）を受けている期間がない

者であること。 

⑷ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本件に参加していない者であること。 

⑸ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑹ 平成３１（令和元）年度以降、住民異動系業務、証明書等請求受付・交付窓口業務、住民記録
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システム等入力等業務若しくは郵送請求等処理業務又は類する業務のうち複数種類の業務を、単

一契約で受託又は同一履行期間に複数契約で受託し、かつ適切に業務を完了（完了見込みを含む。

）した実績を有する者であること。 

３ 企画提案に係る実施要項等の交付 
  企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案実施要項、仕様書等を直接又は郵送で交付する

ものとする。交付を希望する者は、受付先に電話で連絡すること。 
⑴ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑵ 受付先 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所８階 さいたま市市民局区政推進部 

担当 住民記録戸籍担当 

 電話 ０４８－８２９－１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 
⑶ 受付期間 

本告示日から令和５年４月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

⑷ 交付費用 

無償 
４ 参加意思の表明手続 

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない

者は、参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

  ア 参加意思表明書 
イ 企画提案実施要項に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑶に同じ 
※郵送の場合は令和５年４月１４日（金）必着 

⑶ 送付先 
３⑵に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出期間内必着。） 

５ 参加資格確認通知書の交付 
確認審査終了後、参加資格確認通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
電子メール及び郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和５年４月２０日（木）までに交付する。 

６ 質問の受付及び回答 
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企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、電子メールで次のとおり質

問することができる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。詳細は、

企画提案実施要項による。 
⑴ 受付期間 

本告示日から令和５年４月５日（水）午後４時まで 
⑵ 受付先 

ア 電子メールアドレス 
kusei-suishin@city.saitama.lg.jp 

イ 到達確認に関する問い合わせ先 
３⑵に同じ 

⑶ 質問に対する回答 
さいたま市ホームページに、質問及び回答を公表する。 

ア 回答日 
令和５年４月１１日（火）までに公表する。 

イ ホームページアドレス 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p071798.html 

７ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出書類  

ア 企画提案書 正本１部、副本１０部 

イ 見積書及び見積内訳書 正本１部 

⑵ 提出期間 
令和５年４月２１日（金）から令和５年４月２５日（火）まで（持参の場合は、休日を除く午

前９時から午後４時まで） 
⑶ 提出場所 

３⑵に同じ 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出期間内必着。） 
⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

８ プレゼンテーションの実施 

企画提案書を補完するため、プレゼンテーションを実施する。 

９ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、さいたま市区民課窓口（一部）業務委託事業者選定委員会において書

類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、企画提案実施要項を参照すること。 
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１０ 本招請に関する事務を担当する課 

３⑵に同じ 
１１ その他  

⑴ 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

⑵ 本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

⑹ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑺ 詳細は、企画提案実施要項による。 
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さいたま市告示第４７２号 
さいたま市胸部 X 線撮影装置及び画像読取装置等一式賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市胸部Ｘ線撮影装置及び画像読取装置等一式賃貸借 

⑵ 借入場所 
埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階撮影室 

⑶ 数量・特質等 
ア 数量  仕様書による 
イ 特質等 仕様書による 

⑷ 借入期間 
令和５年６月１日から令和１１年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

の登載者であり、かつ、引き続き同業務で令和５・６年度競争入札参加資格の申請をしている者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けて

いる者であること。 

⑸ 本入札の告示日において、過去 5 年以内に国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体との胸

部Ｘ線撮影装置及び画像読取装置等一式の賃貸借に関する契約実績がある者、又は、過去 5 年以

内に国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体とメーカーにて売買契約実績のある上記機器を

賃貸借している者であること。また、契約書等の写し又は業務が完了していることが分かる書類

の写しを提示できる者であること。 
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３ 入札説明書の交付等 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに、仕様書を貸与する。 

⑴ 交付場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所疾病予防対策課 
担当 感染症対策係 電話 ０４８（７６７）８３５４ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年３月２０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
告示の日から令和５年３月２０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

） 
なお、郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡をすること。 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は書留郵便（簡易書留を含む。）による郵送により提出すること。 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日時 
令和５年３月２３日（木）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、利用料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
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あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月３０日（木）午前９時００分 

イ 場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階図書・資料室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月３０日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は無効とする。 
⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 
電話 ０４８（８４０）２２０５ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所疾病予防対策課 
電話 ０４８（７６７）８３５４ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札後、入札参加者は、本告示及び仕様書等について不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

⑷ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所疾病予防対策課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）
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さいたま市告示第４７３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区新開二丁目２２４番１、２２４番２、２２４番６、２２４番７、２２４番８、２

２４番９、２２４番１０、２２４番１１、２２５番５ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 
一建設株式会社 代表取締役 堀口 忠美 

３ 許可番号 
 令和５年１月１２日 
 第 開‐Ｓ２０２２０８４ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年３月１０日 
 第 完‐Ｓ２０２２０８４ 号 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４７４号 

下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条で準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和５年３月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達を受けるべき者及び送達する書類 
 別紙のとおり（別紙省略） 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４７５号 

さいたま市緑区役所自家用電気工作物業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市緑区中尾９７５－１ 緑区役所 

⑶ 履行期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）の業務「電気設備保守点検」で登載され、引き続き同業務で令和５・６

年度さいたま市競争入札参加審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者。 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている物でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている物でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 過去２年間において、同種同規模の契約を締結し、履行した実績を有するものであること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。ただし、仕様に関する事

項は、入札後に返却すること。 

⑴ 交付場所 

ア さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

担当 防災・総務係 電話 ０４８（７１２）１１２３ 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https:/www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p096096.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年３月１６日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書第７項に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年３月１６日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３６－８５８７ さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 

⑵ 交付日 

令和５年３月２２日（水）午前９時から午後４時まで。 

 ⑶ その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除する。 

⑶ 入札日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２８日（火）１０時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区中尾９７５－１ 緑区役所２階２Ａ会議室 

⑷ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑸ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑹ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

⑺ 業務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市緑区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）
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さいたま市告示第４７６号 
 さいたま市みどりの条例（平成１３年さいたま市条例第２４８号）第１６条において準用する第８

条の規定に基づき、保存緑地を次のとおり変更したので告示する。 
令和５年３月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 名   称 保存緑地 
２ 指定年月日 令和３年４月１日 
３ 指 定 期 間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
４ 指定番号、所在地、指定面積、区域面積、図面 別添のとおり 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



指定番号 所在地 指定面積（㎡） 区域面積（㎡）

1 見沼区春岡2丁目22番3の一部 280㎡

2 見沼区春岡2丁目22番4 842㎡

3 見沼区春岡2丁目22番12 435㎡

4 見沼区春岡2丁目22番13 242㎡

さいたま市保存緑地指定（変更）地区一覧

813 1799



指定番号　　第813号
所 在 地　　見沼区春岡2丁目22番4　外3筆
区域面積　　1,799㎡



 

 

さいたま市告示第４７７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字東宮下字原口１３４９番２４ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
 （省略） 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令和５年 ８月２９日 
 第開－Ｎ２０２２０５４号  
４ 検査済証番号 
 令和５年 ３月１３日 
 第完－Ｎ２０２２０５４号  
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４７８号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４７９号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８０号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８１号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する者として指定を受けてい

た指定自立支援医療機関の開設者から、次のとおり同法第６５条の規定による辞退の届出があったの

で告示する。 

令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退した医療機関 

・ 別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８２号 
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の変更の届出があ

ったので告示する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 変更の届出のあった医師 
 ・別紙のとおり（別紙省略） 
２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８３号 
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の辞退の届出があ

ったので告示する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 辞退の届出のあった医師 
 ・別紙のとおり（別紙省略） 
２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８４号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を担当する者として指定を受

けていた指定自立支援医療機関の開設者から、次のとおり同法第６５条の規定による辞退の届出があ

ったので告示する。 

令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退した医療機関 

・ 別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

５条の規定に基づき、指定医療機関（育成医療・更生医療）の開設者から次のとおり変更の届出があ

ったので告示する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 変更の届出のあった医療機関 

 ・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８６号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書 
２ 送達を受ける者の住所・氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ 期間 
  令和５年３月１４日から令和５年３月２０日まで 
４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 
５ 連絡先 
 ⑴ 担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 
 ⑵ 電話 ０４８（８２９）１２７８ 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８７号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 後期高齢者医療保険料督促状 
２ 送達を受ける者の住所・氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ 期間 
  令和５年３月１４日から令和５年３月２０日まで 
４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 
５ 連絡先 
 ⑴ 担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 
 ⑵ 電話 ０４８（８２９）１２７８ 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８８号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字金重字西２５１番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
  （省略） 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ９ 月 １ ３ 日  
  第開‐Ｎ２０２２０５３号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ３ 月 １ ３ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０５３号 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４８９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字馬込字四番９３１番３、９３１番４、９３１番７、 
９３４番１、９３４番２、９３４番８、９３４番９、９３４番１０ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  蓮田市東六丁目２番１２号 
  株式会社サンヨー不動産 代表取締役 木村 重藏 
３ 許可番号 
  令 和 ５ 年 １ 月 １ ０ 日  
  第開‐Ｎ２０２２１３４号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ３ 月 １ ３ 日 
  第完‐Ｎ２０２２１３４号 
  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更の告示があったので、同法第６６条の規定により、次の

とおり公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・４・１１号 産業道路 
２ 施行者の名称 
 さいたま市 
３ 事務所の所在地 
 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 
４ 事業地の所在 

⑴ 収用の部分 
埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目、二丁目、天沼町二丁目及び浦和区上木崎三丁目地内 

⑵ 使用の部分 
なし 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９１号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第２項の規

定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・４・１１号 産業道路 
２ 縦覧場所 

さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更の告示があったので、同法第６６条の規定により、次の

とおり公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・４・１３９号 岩槻中央通り線 
２ 施行者の名称 
 さいたま市 
３ 事務所の所在地 
 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 
４ 事業地の所在 

⑴ 収用の部分 
埼玉県さいたま市岩槻区加倉一丁目、四丁目、本町一丁目及び二丁目地内 

⑵ 使用の部分 
なし 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第２項の規

定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・４・１３９号 岩槻中央通り線 
２ 縦覧場所 

さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９４号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更の告示があったので、同法第６６条の規定により、次の

とおり公告する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・３・１６号 田島大牧線及び３・４・２３号 中山道 
２ 施行者の名称 
 さいたま市 
３ 事務所の所在地 
 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 
４ 事業地の所在 

⑴ 収用の部分 
埼玉県さいたま市南区別所一丁目、浦和区岸町七丁目、高砂二丁目及び三丁目地内 

⑵ 使用の部分 
なし 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９５号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第２項の規

定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
令和５年３月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・３・１６号 田島大牧線及び３・４・２３号 中山道 
２ 縦覧場所 

さいたま市中央区下落合五丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９６号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和５年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 名 称 ＤＣＭさいたま蓮沼店 
 所在地 さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道１４０６番１ ほか 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 ＤＣＭ株式会社 

代表者氏名 代表取締役 石黒 靖規 

住   所 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 
⑶ 変更しようとする事項 

ア 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 （ア）駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位置 収容台数 

店舗北側平面駐車場 ９６台 

店舗屋上駐車場 ２７３台 

合計 ３６９台 

（変更後） 

位置 収容台数 

店舗北側平面駐車場 ８０台 

店舗屋上駐車場 １００台 

合計 １８０台 

 ⑷ 変更する年月日 
令和５年１１月２日 

⑸ 変更する理由 
利用実態の少ない駐車場について収容台数を見直し、減少させるため。 

２ 届出年月日 

 令和５年３月１日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和５年３月１５日から令和５年７月１８日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 
４ 届出及び添付書類の縦覧場所 

⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 大宮区役所区民生活部地域商工室 
 住所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 

 電話 ０４８（６４６）３０９３ 
  FAX ０４８（６４６）３１５１ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 

令和５年３月１５日から令和５年７月１８日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８ 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

  

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第４９７号 
令和５年度さいたま市ＳＤＧｓ企業活動推進事業支援業務について、次のとおり、当該業務に関す

る企画提案書の提出を招請する。 
令和５年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴  件名 
令和５年度さいたま市ＳＤＧｓ企業活動推進事業支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市内外 

⑶ 業務概要 
「令和５年度さいたま市ＳＤＧｓ企業活動推進事業支援業務要求水準書（以下「要求水準書」

という。）のとおり 
⑷ 履行期間 

 契約締結日から令和６年３月末日まで 
⑸ 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は１６，７２３，０００円（税込）とする。 
２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本招請日において、「令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）」に登

録されている者であること。 
⑵ 本招請日において、「令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）」の申

請をしている者であること。 
⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 
⑷ 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置を受けている期間がない者

であること。 
⑸ 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措

置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期間がな

い者であること。 

さいたま市告示一覧（令和５年３月１日から同月１５日まで）



 

 

３ 企画提案に係る実施要項等の交付 
  企画提案書の提出を希望する者に対し、要求水準書、令和５年度さいたま市ＳＤＧｓ企業活動推

進事業支援業務企画提案実施要項（以下、「実施要項」という。）等を交付するものとする。 
⑴  交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p095559.html 

 ⑵  交付期間 
   本招請日から令和５年４月１２日（水）午後４時まで 

４ 参加意思の表明手続き 
  企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

⑴  提出書類 
 ア 参加意思表明書 
 イ 会社概要が分かる書類 
⑵ 提出期間 

本招請日から令和５年３月２９日（水）午後４時まで 
⑶  提出方法 

ア 電子メールで受け付ける。 
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  

⑷ 提出先、到達確認に関する問合せ先 
  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階 

さいたま市経済局商工観光部経済政策課支援係 
電話 ０４８（８２９）１３６２ 
メールアドレス keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 

 ⑸ 参加資格確認結果の通知 
   参加意思表明書を提出した者に対しては、本件への参加資格の有無に関わる通知を、令和５年

３月３１日（金）頃に通知予定 
５ 質問の受付及び回答 

 企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問するこ

とができる。 
⑴  受付期間 
  本招請日から令和５年３月２９日（水）午後４時まで 
⑵  受付方法 

ア 電子メールで受け付ける。 
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  

⑶ 提出先、到達確認に関する問合せ先 
４⑷に同じ 

⑷  質問に対する回答予定日 
令和５年４月５日（水）までに行う。 

⑸  回答方法 
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さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 
  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p095559.html 

６ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出書類  

  ア 企画提案書（正本１部、副本５部） 
  イ 積算内訳書 

⑵ 提出方法 
持参又は郵送 

⑶ 提出期間 
  令和５年４月３日（月）から令和５年４月１２日（水）（持参の場合は休日を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで）（郵送の場合は必着） 
⑷ 提出場所 
  ４⑷に同じ 
⑸ 企画提案書等の無効 

   次の企画提案書は、無効とする。  
ア ２に定める資格要件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 
イ 虚偽の記載をした企画提案書 
ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 
エ １⑸に示す額を上回る額を記載した者が提出した企画提案書 

７ 優先交渉権者の決定方法  
優先交渉権者の決定に当たっては、令和５年度さいたま市ＳＤＧｓ企業活動推進事業支援業務受

託事業者選定委員会において、企画提案書及び関連書類をもとに審査を行い決定する。 
８ その他  
 ⑴ 優先交渉権者決定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、優先交渉権者の決定を取り消されることがある。 
 ⑵ この企画提案書の提出等に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 
 ⑶ 提出された企画提案書等は、返却しない。 
 ⑷ 詳細は、要求水準書及び実施要項による。 
９ 連絡先  

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階 
     さいたま市経済局商工観光部経済政策課支援係  

電 話 ０４８（８２９）１３６２ 
     ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

メールアドレス  keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 
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